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大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例に基づくヘイトスピーチの公表 

（案件番号「令３－１」） 

 

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例（平成28年大阪市条例第１号。以下「条例」という。）第

２条第１項に規定するヘイトスピーチに該当する表現活動（案件番号「令３－１」）について、条例第５5 

条第１項の規定に基づき次のとおり公表する。 

 

令和８年３月24日 

  大阪市長  横  山  英  幸 
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１ ヘイトスピーチに該当する旨の認識 

次の表現活動９は、ヘイトスピーチに該当する。 

（表現活動９） 

平成28年６月５日に、自身が管理するインターネット上のウェブサイト内に掲載されている

ウェブページに関する内容について、インターネット上の短文投稿サイト「Ｘ」15 

（https://x.com/。以下「本件サイト｣という。なお、令和５年７月23日以前までは「Ｘ」の名

称は「Twitter」、「ポスト」の名称は「ツイート」であったが、本件では、便宜上、時期の前後

を問わず、統一して「Ｘ」及び「ポスト」を使用する。）にポスト（以下「本件ポスト」という。）

を投稿し、不特定多数の者が閲覧できる状態に置いていた行為（以下「本件表現活動９」とい

う。） 20 

 

２ 本件表現活動９に係る表現の内容の概要 

・「屑在日どもの巣、大阪市生野区」、「バ韓国籍のオス」との表現が認められる。 

 

※ 当該内容はヘイトスピーチに該当するものであるが、当該内容を一般市民に周知することに25 

よって、ヘイトスピーチの問題に関する一般市民の理解を促進し人権意識をより一層高揚させ、

ヘイトスピーチの抑止につなげるとともに、本市が条例に基づき公正にヘイトスピーチに該当

すると認定したことを示す観点から公表するものである。 

 

３ 本件表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するためにとった措置の内容 30 

本件表現活動９について、本件サイトを運営するプロバイダ（以下「本件プロバイダ」という。）

に対し、令和７年８月６日付けで本件ポストにおける報告フォームを通じて、また、情報流通プラ

ットフォーム対処法に基づき、削除申出窓口として設けられた権利侵害が疑われるポストに関する

申請を受け付ける専用の申請ページにおいても差別表現を含む旨の報告を行い、併せて郵送による

削除要請を行った。 35 
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その後、令和７年８月８日付けで本件プロバイダから本件プロバイダのセキュリティポリシーに

違反していない旨の連絡があり、令和７年８月28日現在においても、引き続き、本件サイトに本件

ポストが掲載され、不特定多数の者が閲覧できる状態に置かれていたことから、本件プロバイダに

対して本件ポストの削除要請を行うよう、同日付けで大阪法務局に依頼した。 
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４ 本件表現活動を行ったものの氏名又は名称 

本件表現活動９が令和７年９月28日現在においても不特定多数の者が閲覧できる状態に置かれ

ており、本件ポストに表示されるユーザー名を公表することで、差別の拡散につながるおそれがあ

り、かえってこれを行ったものの意図･目的に沿うような事態になることも想定されるため、第５

条第１項ただし書の規定により公表しない。 10 

※ 本件表現活動９を行ったものに係る本件ポストに表示されるユーザー名については、氏名又

は名称と同一視はできないものの、本件サイトの投稿者や閲覧者の間では通称として機能して

いるなど、社会的に認知されており、氏名又は名称に準ずるものとして扱うことに合理性があ

ると考えられることから、本件ポストに表示されるユーザー名を氏名又は名称に準ずるものと

判断している。 15 


